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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吐水口に連通し、大流量で通水させる主水路を内部に有するシャワーヘッド又は吐水管
から成る吐水部に、該主水路を開閉する主弁を該主弁に対して常時開弁方向に付勢力を作
用させるスプリングの該付勢力に抗して閉弁方向に押圧する背圧室に連通して小流量で通
水させ、通水量の変化により該背圧室内の圧力を変化させることによって該主弁の開閉及
び開弁量の制御を行うパイロット水路及び該パイロット水路を開閉するパイロット弁を設
け、更に該吐水部には、該パイロット弁を開閉する吐止水操作部と、該パイロット弁の開
弁量を調節することによって前記主水路を通じ前記吐水口から吐水される吐水流量を調節
する流調操作部とを手元操作部として設けたことを特徴とする吐水装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の吐水装置において、前記吐止水操作部が、操作力の入力部である押ボ
タン式の操作部材と、該操作部材を押し込むごとに前記パイロット弁を閉弁位置と開弁位
置とに交互に保持するロック機構を有していることを特徴とする吐水装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の吐水装置において、前記パイロット弁を、周壁部に開口を有する回転
可能な円筒弁体にて構成し、該開口の回転方向の位置変化によって吐止水と流量調節とを
行わせるとともに、該円筒弁体には前記吐水部の外部に露出する状態で回転操作部を設け
て、該回転操作部により前記吐止水操作部及び流調操作部を構成したことを特徴とする吐
水装置。
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【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の吐水装置において、該吐水装置が水を流通させる水側の
主水路と湯を流通させる湯側の主水路とを有していて、それら水側の主水路上と湯側の主
水路上とに各対応する水側の主弁，湯側の主弁が配設され、且つそれら水側の主弁，湯側
の主弁をそれぞれ動作制御するための水側のパイロット水路と湯側のパイロット水路とが
前記吐水部まで延び出していて該吐水部に、水側のパイロット弁と湯側のパイロット弁と
、該水側のパイロット弁を開閉する水側の吐止水操作部及び開弁量調節を行う水側の流調
操作部と、湯側のパイロット弁を開閉する湯側の吐止水操作部及び開弁量調節を行う湯側
の流調操作部とが設けられていることを特徴とする吐水装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の吐水装置において、前記水側のパイロット弁及び湯側のパイロット弁
が、周壁部に水側の開口と湯側の開口とを有する回転可能な共通の円筒弁体にて構成され
ており、且つ前記水側の吐止水操作部及び流調操作部と湯側の吐止水操作部及び流量操作
部が、該円筒弁体に前記吐水部の外部に露出する状態で設けられた共通の回転操作部にて
構成されていることを特徴とする吐水装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れかに記載の吐水装置において、前記シャワーヘッド又は吐水管に接
続されたシャワーホース又は通水路より上流部の前記主水路内に前記主弁が組み込んであ
り、該主弁の配設部位から前記パイロット弁の配設部位まで該シャワーホース又は通水路
内部を細管が延び出していて、該細管内に前記パイロット水路が形成されていることを特
徴とする吐水装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の吐水装置において、前記シャワーホース又は通水路より上流部の前記
主水路内に且つ前記主弁より上流側に、前記パイロット水路内の圧力を給水圧に対し減圧
状態とする減圧弁が組み込んであることを特徴とする吐水装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は吐水装置に関し、詳しくは吐止水操作部及び流調操作部を手元操作部として
備えた吐水装置に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
　近年、キッチン水栓装置として吐水管の先端部をシャワーヘッドとして構成し、これを
シャワーホースとともに引き出して吐水口から吐水可能となしたものが用いられるように
なって来ている。
　或いはまた、洗面化粧室に備えられる洗髪シャワー水栓装置においても同様の形態のも
のが用いられている。
【０００３】
　一方浴室においては、従来より水栓本体からシャワーホースを延び出させてその先端に
シャワーヘッドを接続し、水栓本体から供給した水をシャワーヘッドよりシャワー吐水す
るようになしたものが広く用いられている。
【０００４】
　ところでこれらの吐水装置の場合、シャワーヘッドを自在に目的の位置に持ち来して吐
水することができ、吐水位置がほぼ固定の他の従来一般の吐水装置に比べて利便性が高い
ものの、反面において吐水口からの吐水・止水（吐止水）を行うための吐止水操作部及び
吐水口からの吐水流量調節のための流調操作部がシャワーヘッドから遠い位置にあるため
、それらの操作がし辛いといった問題があった。
【０００５】
　そこで例えば浴室の吐水装置において、シャワーヘッドに手元操作部として吐止水操作
部を設けるといったことが行われている。
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　図１３はその一例を示したものである。同図において３００はシャワーヘッド、３０２
は継手管で、それらに対し所定長さの可撓性のシャワーホース３０４の各端部が接続され
ている。
　継手管３０２は接続口３０６を有していて、その接続口３０６において水栓本体に接続
され、水栓本体からの水がシャワーホース３０４内部の主水路３０８及びシャワーヘッド
３００内部の主水路３０８を通じてシャワーヘッド３００の吐水口へと供給される。
【０００６】
　シャワーヘッド３００には手元操作部として吐止水操作部３１０が設けられており、そ
の吐止水操作部３１０の操作によって主水路３０８を開閉する主弁３１２が開閉動作する
ようになっている。
【０００７】
　詳しくは、シャワーホース３０４及びシャワーヘッド３００の内部には可撓性のチュー
ブ３１４が挿通されていてその内部にパイロット水路３１６が形成されており、吐止水操
作部３１０を図１３に示す状態から右向きに押込操作すると、軸３１８の右向きの移動及
びこれに伴うボール３２０の下向きの押出しによってパイロット弁３２２が弁座３２４か
ら離れて開弁し、パイロット水路３１６内部の水をシャワーヘッド３００内部の主水路３
０８に流出させる。
【０００８】
　すると主弁３１２の背面側に形成された背圧室３２６（この背圧室３２６はパイロット
水路３１６に連通している）内部の圧力が低下し、主弁３１２が給水圧により図中上向き
に開弁動作する。
　ここにおいてシャワーホース３０４内の主水路３０８に水栓本体側からの水が供給され
る。供給された水はシャワーヘッド３００内部の主水路３０８を流通した後、先端の吐水
口から吐水される。
【０００９】
　一方吐止水操作部３１０を左向きに押込操作して図１３に示す状態に戻すと、ここにお
いてパイロット弁３２２が閉弁し、これによって背圧室３２６内部の圧力が漸次高まって
最終的に主弁３１２が閉弁し、吐水口への水の供給が停止する。
【００１０】
　この図１３に示す吐水装置にあっては、シャワーヘッド３００を手に持った状態で吐止
水操作部３１０を手元操作することにより吐水口からの吐止水を行うことができ、しかも
その吐止水操作部３１０はパイロット水路３１６を開閉するものであるため、小さい力で
楽に操作でき、この点で利便性の高いものであるが、この吐水装置にあっては、吐水口か
らの流量を調節する場合にはシャワーヘッド３００から遠く離れた水栓本体の流調操作部
を操作しなければならず、利便性の点で未だ十分とは言えないものである。
【００１１】
　図１４は別の従来例を示したもので、この例のものはシャワーヘッド３００に設けた吐
止水操作部３２８の操作摘み３３０を回転操作することで弁体３３２を軸方向に移動させ
、そしてこれを弁座３３４に当接させ或いは離間させることによって主水路３０８を開閉
し、吐水口３３６からの吐水及び止水を行うようになしたものである。
　尚この例の吐水装置の場合、弁体３３２を閉弁させるとシャワーホース３０４より上流
部に配設してある主弁３１２も閉弁する。
【００１２】
　この例の吐水装置にあっても、シャワーヘッド３００を手に持ちながら手元操作により
吐止水を行うことができる。
　しかしながらこの吐水装置の場合、手元操作部としての吐止水操作部３２８が、大流量
で通水させる主水路３０８を直接開閉するものであることから操作が重くなる問題があり
、更にまた吐止水操作部３２８の操作によって弁体３３２を閉弁させると、それより上流
側のシャワーヘッド３００内部及びシャワーホース３０４内部に一定の圧力が篭ったもの
となってしまう問題があり、更に吐水口３３６近くまで水が溜まったまま止水状態に保持
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されることとなるため、その滞留水内部で雑菌が発生・繁殖する恐れがあるといった不都
合がある。
【００１３】
　以上シャワーヘッドを有する吐水装置を例として説明したが、このようなシャワーヘッ
ドを有しない通常の長い吐水管の先端の吐水口から吐水を行う一般のキッチン水栓装置（
吐水装置）においても大なり小なり同様の問題が内在する。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の吐水装置はこのような課題を解決するために案出されたものである。
　而して請求項１のものは、吐水口に連通し、大流量で通水させる主水路を内部に有する
シャワーヘッド又は吐水管から成る吐水部に、該主水路を開閉する主弁を該主弁に対して
常時開弁方向に付勢力を作用させるスプリングの該付勢力に抗して閉弁方向に押圧する背
圧室に連通して小流量で通水させ、通水量の変化により該背圧室内の圧力を変化させるこ
とによって該主弁の開閉及び開弁量の制御を行うパイロット水路及び該パイロット水路を
開閉するパイロット弁を設け、更に該吐水部には、該パイロット弁を開閉する吐止水操作
部と、該パイロット弁の開弁量を調節することによって前記主水路を通じ前記吐水口から
吐水される吐水流量を調節する流調操作部とを手元操作部として設けたことを特徴とする
。
【００１５】
　請求項２のものは、請求項１に記載の吐水装置において、前記吐止水操作部が、操作力
の入力部である押ボタン式の操作部材と、該操作部材を押し込むごとに前記パイロット弁
を閉弁位置と開弁位置とに交互に保持するロック機構を有していることを特徴とする。
【００１６】
　請求項３のものは、請求項１に記載の吐水装置において、前記パイロット弁を、周壁部
に開口を有する回転可能な円筒弁体にて構成し、該開口の回転方向の位置変化によって吐
止水と流量調節とを行わせるとともに、該円筒弁体には前記吐水部の外部に露出する状態
で回転操作部を設けて、該回転操作部により前記吐止水操作部及び流調操作部を構成した
ことを特徴とする。
【００１７】
　請求項４のものは、請求項１～３の何れかに記載の吐水装置において、該吐水装置が水
を流通させる水側の主水路と湯を流通させる湯側の主水路とを有していて、それら水側の
主水路上と湯側の主水路上とに各対応する水側の主弁，湯側の主弁が配設され、且つそれ
ら水側の主弁，湯側の主弁をそれぞれ動作制御するための水側のパイロット水路と湯側の
パイロット水路とが前記吐水部まで延び出していて該吐水部に、水側のパイロット弁と湯
側のパイロット弁と、該水側のパイロット弁を開閉する水側の吐止水操作部及び開弁量調
節を行う水側の流調操作部と、湯側のパイロット弁を開閉する湯側の吐止水操作部及び開
弁量調節を行う湯側の流調操作部とが設けられていることを特徴とする。
【００１８】
　請求項５のものは、請求項４に記載の吐水装置において、前記水側のパイロット弁及び
湯側のパイロット弁が、周壁部に水側の開口と湯側の開口とを有する回転可能な共通の円
筒弁体にて構成されており、且つ前記水側の吐止水操作部及び流調操作部と湯側の吐止水
操作部及び流量操作部が、該円筒弁体に前記吐水部の外部に露出する状態で設けられた共
通の回転操作部にて構成されていることを特徴とする。
【００１９】
　請求項６のものは、請求項１～５の何れかに記載の吐水装置において、前記シャワーヘ
ッド又は吐水管に接続されたシャワーホース又は通水路より上流部の前記主水路内に前記
主弁が組み込んであり、該主弁の配設部位から前記パイロット弁の配設部位まで該シャワ
ーホース又は通水路内部を細管が延び出していて、該細管内に前記パイロット水路が形成
されていることを特徴とする。
【００２０】
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　請求項７のものは、請求項６に記載の吐水装置において、前記シャワーホース又は通水
路より上流部の前記主水路内に且つ前記主弁より上流側に、前記パイロット水路内の圧力
を給水圧に対し減圧状態とする減圧弁が組み込んであることを特徴とする。
【００２１】
【作用及び発明の効果】
　上記のように請求項１の吐水装置は、シャワーヘッド又は吐水管から成る吐水部に、パ
イロット弁を開閉することによって吐水口からの吐止水を行う吐止水操作部と、パイロッ
ト弁の開弁量を調節することによって吐水口からの吐水流量を調節する流調操作部とを手
元操作部として設けたもので、この吐水装置の場合、吐水口からの吐止水のみならず流量
調節をも手元操作することができ、吐水装置の利便性を飛躍的に高めることができる。
【００２２】
　しかもこの吐水装置の場合、パイロット弁の開閉により吐水口からの吐止水を行い、ま
たパイロット弁の開弁量を調節することによって吐水流量を調節するものであるため、吐
止水の際、更には流量調節の際に少ない力で軽やかに吐止水操作及び流調操作を行うこと
ができる。
【００２３】
　加えてこの吐水装置にあっては、止水状態において吐水部内の主水路、詳しくは主弁よ
り下流側の主水路を空の状態とすることができ、止水状態で同部分の内部に圧力が篭って
しまったり、或いは水が封じ込められた状態となってしまう問題を解消できる。
【００２４】
　ここで吐止水操作部と流調操作部とは共通の操作部として構成することが可能であるが
、これら吐止水操作部と流調操作部とを別々に且つ同軸に構成し、配置することができる
。
　このようにすれば、吐止水操作部及び流調操作部をそれぞれに求められる機能に応じて
適正に構成することができる。
【００２５】
　この場合において吐止水操作部を流調操作部の内側に配置し且つこれを押ボタン式とな
しておくことができる。
　吐止水操作部は単に吐水操作と止水操作とを行うだけのものであるため、即ちオン・オ
フ操作するだけで良いため、これを押ボタン式とすることが容易であって、しかもそのよ
うにすることで吐止水操作をワンタッチで簡単に行うことができる。
【００２６】
　更に吐止水操作部を、操作力の入力部である押ボタン式の操作部材と、操作部材を押し
込むごとにパイロット弁を閉弁位置と開弁位置とに交互に保持するロック機構を有するよ
うに構成しておくことができる（請求項２）。
　このようにすれば、押込力を加えた後押込力を加え続けなくても吐水状態と止水状態と
を維持することができ、操作がより簡単となる。
【００２７】
　一方、流調操作部はねじ部を有する回転操作式となしておき、回転によりねじ部のねじ
送り作用でパイロット弁を開閉方向に進退させるものとなすことができる。
　このようにしておけば、パイロット弁を開閉方向に進退させるに際してその進退量を容
易に微調節でき、求める吐水量となるように容易に流量調節することができる。
【００２８】
　請求項３のものは、周壁部に開口を有する回転可能な円筒弁体にてパイロット弁を構成
し、その開口の回転方向の位置変化によって吐止水と流量調節とを行わせるとともに、そ
の円筒弁体に回転操作部を吐水部の外部に露出する状態で設けて、その回転操作部により
吐止水操作部及び流調操作部を構成したもので、このようにすれば単一の円筒弁体にてパ
イロット弁と吐止水操作部及び流調操作部とを設けることができ、パイロット弁及び吐止
水操作部及び流調操作部の構造を単純な構造となすことができる。
【００２９】
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　請求項４のものは、水側の主水路と湯側の主水路とを別途に設けてそれぞれに水側の主
弁，湯側の主弁を配設するとともに、それら各々を別々に動作制御するための水側のパイ
ロット水路と湯側のパイロット水路とを設けて、それらを水側のパイロット弁と湯側のパ
イロット弁にて開閉するようになし、そしてその開閉のための水側の吐止水操作部及び開
弁量調節を行う水側の流調操作部と、開閉のための湯側の吐止水操作部及び開弁量調節を
行う湯側の流調操作部とを設けたもので、この吐水装置の場合、吐水口からの吐水の温度
調節，流量調節並びに吐止水操作を行うことが可能となり、湯水を混合して吐水する吐水
装置における操作性が飛躍的に向上する。
【００３０】
　尚この請求項４の吐水装置の場合、水側の吐止水操作部と湯側の吐止水操作部とをとも
に止水操作したときに吐水口からの吐水が停止される。
　従ってこの場合には、水側の吐止水操作部と湯側の吐止水操作部とが協働して吐水口か
らの吐止水操作部を構成することとなる。
　更にまた、水側の流調操作部と湯側の流調操作部とが吐水口からの全体の吐水量を調節
する流調操作部を構成することとなる。
【００３１】
　この場合において、周壁部に水側の開口と湯側の開口とを有する回転可能な共通の円筒
弁体を設けて、これにより水側のパイロット弁及び湯側のパイロット弁を構成し、また吐
水部の外部に露出する状態で円筒弁体に設けた共通の回転操作部にて、水側の吐止水操作
部及び流調操作部と湯側の吐止水操作部及び流調操作部を構成することができる（請求項
５）。
　このようにすれば、簡単な構造で水側のパイロット弁，湯側のパイロット弁，水側の吐
止水操作部及び流調操作部，湯側の吐止水操作部及び流調操作部を構成することができる
。
【００３２】
　請求項６のものは、シャワーヘッド又は吐水管に接続されたシャワーホース又は通水路
より上流部の主水路内に主弁を組み込み、この主弁の配設部位からパイロット弁の配設部
位までシャワーホース又は通水路内において細管を延び出させてその細管内にパイロット
水路を形成したもので、この吐水装置の場合、止水状態においてシャワーホース又は通水
路内及びシャワーヘッド又は吐水管内の主水路全体を大気開放状態とすることができる。
【００３３】
　請求項７のものは、更に加えて主弁よりも上流側に減圧弁を組み込み、その減圧弁の作
用でパイロット水路内の圧力を減圧状態に保持するようになしたもので、これにより止水
操作時及び吐水口からの吐水流量を絞るべく流調操作部を操作したときにパイロット水路
内の圧力が一定圧力以上に昇圧するのを防止でき、従って吐止水操作及び流調操作を軽や
かに行うことができる。
【００３４】
【実施例】
　次に本発明の実施例を図面に基づいて詳しく説明する。
　図１，図２は本発明の吐水装置の一例としてのキッチンの水栓装置を示したものである
。
　図中１０はキッチンカウンターで、１２はシンクである。
　１４はキッチンカウンター１０から起立する状態で設けられた吐水管で、その先端部が
シャワーヘッド１６として構成されている。
【００３５】
　このシャワーヘッド１６には、吐水口１８からの吐水をシャワー吐水から整流吐水に若
しくはその逆に切替操作する切替操作部２０が備えられている。
　更にまたこのシャワーヘッド１６には、吐水口１８からの吐水と止水を行うための吐止
水操作部２２及び吐水口１８からの吐水流量を調節する流調操作部２４が備えられている
。
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【００３６】
　２６はキッチンカウンター１０に取り付けられた湯水の混合部（水栓本体）で、水と湯
の供給管２８が接続されており、それらを通じて水及び湯が内部に供給されるようになっ
ている。
　この混合部２６には水と湯の混合比率を調節する温調操作部３０が設けられており、こ
の温調操作部３０がキッチンカウンター１０の上面に露出している。
【００３７】
　上記シャワーヘッド１６にはシャワーホース３２が接続されており、このシャワーホー
ス３２がキッチンカウンター１０の下側において上記混合部２６に接続されている。
　尚、図２に示しているようにシャワーホース３２の端部には継手管３４が接続されてお
り、この継手管３４が混合部２６の接続口に差込状態で連結されている。
【００３８】
　シャワーヘッド１６及びシャワーホース３２の内部には、図３に示しているように大流
量で水（水又は湯若しくはそれらの混合水。以下単に水とする）を流通させる主水路３６
が形成されており、その主水路３６に沿ってその中心部に可撓性のチューブ３８が挿入配
置されている。
　チューブ３８は、その一端部が継手管３４内部に組み込まれた主弁４２にパイプ４０を
介して接続されている。
【００３９】
　主弁４２はその中心部に水路４３を有しており、この主弁４２，パイプ４０及びチュー
ブ３８内部の水路によって、主弁４２の背面側に形成された背圧室４４に連通するパイロ
ット水路４６が形成されている。
　ここで背圧室４４は、主弁４２に形成された小孔４８を介して主水路３６の上流部、詳
しくは背圧室４４の上流部に連通している。
【００４０】
　主弁４２は円筒形の摺動面５０に摺動可能に嵌合されており、当接部５２を弁座５４に
当接させ又はこれから離間させることによって主水路３６を閉鎖し又は開放する。
　尚、主弁４２にはこれよりも上流側と下流側とを連通させるための連通水路５５が形成
されている。
　また主弁４２は、スプリング５７によって常時開弁方向に付勢されている。
【００４１】
　継手管３４の内部にはまた、主弁４２より上流側にピストン式の減圧弁５６が組み込ま
れている。
　減圧弁５６は大径のピストン部５８を有しており、そのピストン部５８が円筒形の摺動
面６０に摺動可能に嵌合されている。
【００４２】
　この減圧弁５６は、これより下流側、詳しくはパイロット水路４６内の圧力が上昇して
一定圧に達したとき、上流部と下流部とに対する受圧面積の差によって図中下向きに押動
され、図５に拡大して示しているように、その当接部６２を弁座６３に接近又は当接させ
ることによって主水路３６を絞り又は主弁４２の上流側で閉鎖する。
　これによってパイロット水路４６内の圧力を一次側の給水圧よりも低い圧力状態（減圧
状態）に保持する働きをする。
　尚この減圧弁５６はスプリング６４によって常時開弁方向に付勢されている。
　またこの減圧弁５６の配設部位には、スプリング６４の収容空間と大気とを連通させる
連通孔６５が形成されている。
【００４３】
　上記吐止水操作部２２はこの例では押ボタン式のもので流調操作部２４と同軸且つその
内側に配置されており、図４に示しているように逆カップ状をなす操作部材６６と、パイ
ロット水路４６を開閉するためのパイロット弁６７を、操作部材６６を１回押し込むごと
に閉弁位置と開弁位置とに保持するロック機構６８とを有している。
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【００４４】
　尚パイロット弁６７は軸状の当接部６９を有しており、図４に示しているようにその当
接部６９がチューブ３８の先端に当接することによってパイロット水路４６を閉鎖し、又
離間することによってパイロット水路４６を開放する。
【００４５】
　本例において、ロック機構６８はスラストロック式のもので外筒８８と、その内周面に
突出する状態で形成された円筒形状のガイド部９０（図６参照）とを有している。
　ガイド部９０は、上端面に沿って周方向に鋸刃状の係合歯９２を有しており、更に周方
向に沿って所定間隔ごとに複数の溝９４を有している。
【００４６】
　一方、パイロット弁６７には大径の固定リング９６と回転リング９８とが設けられてい
る。
　回転リング９８は軸部１００の周りに回転可能とされており、更に軸部１００に設けら
れたストッパ部１０２と固定リング９６との間で微小ストローク上下に相対移動可能とさ
れている。
【００４７】
　固定リング９６の外周面には周方向に一定間隔で突起１０４が設けられており、その上
端に係合歯１０６が形成されている。
　他方、回転リング９８にも周方向に沿って一定間隔ごとに突起１０８が設けられており
、そしてそれら突起１０８を含む回転リング９８下端部に、周方向に沿って鋸刃状の係合
歯１１０が形成されている。
【００４８】
　尚、図４に示しているようにパイロット弁６７は回転リング９８の上面においてスプリ
ング１１２により常時下向きに付勢されており、またロック機構６８の外筒８８はスプリ
ング１１４により常時上向きに付勢されている。
【００４９】
　この例のスラストロック式のロック機構６８は次のように作用する。
　図６(Ｂ)(Ｉ)はパイロット弁６７がチューブ３８端部に当接した状態、即ちパイロット
水路４６を閉鎖した状態を示している。
【００５０】
　この状態において操作部材６６及びロック機構６８の外筒８８をスプリング１１２及び
１１４の付勢力に抗して下向きに押し込むと、図６(Ｂ)(II)に示しているようにパイロッ
ト弁６７の回転リング９８がガイド部９０の溝９４から外れた状態となり、ここにおいて
回転リング９８が、固定リング９６側の突起１０４の係合歯１０６と回転リング９８側の
係合歯１１０のカム面の作用で微小角度反時計方向に回転させられる。
【００５１】
　その後押込力を除くと、スプリング１１４の付勢力でガイド部９０が外筒８８とともに
上昇運動し、このときガイド部９０の上端の係合歯９２と回転リング９８の係合歯１１０
とが一部噛み合った状態となる。
【００５２】
　更にガイド部９０が上向きに押し上げられると、回転リング９８が固定リング９６から
浮き上がるとともにそれら係合歯９２，１１０のカム面の作用で回転リング９８が更に微
小角度反時計方向に回転させられてガイド部９０の係合歯９２と回転リング９８の係合歯
１１０とが完全に噛み合った状態となり（図６(Ｂ)(III)参照）、これとともに回転リン
グ９８とストッパ部１０２との当接作用で回転リング９８，固定リング９６を含むパイロ
ット弁６７全体が上昇端まで上昇させられてその上昇端に保持される。即ちパイロット弁
６７が開弁位置に保持される。
　ここにおいてパイロット水路４６が開放状態とされて主弁４２が開かれ、主水路３６内
を水が流通する。
【００５３】
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　さて再び操作部材６６を押込操作すると、これとともにロック機構６８の外筒８８及び
ガイド部９０が下向きに移動し、ここにおいて回転リング９８の係合歯１１０とガイド部
９０の係合歯９２との噛合いが外れるとともに、スプリング１１２の付勢力でパイロット
弁６７における固定リング９６の係合歯１０６と回転リング９８の係合歯１１０とが接触
し（図６(Ｂ)(IV)，(Ｖ)参照）、更にガイド部９０が下降して回転リング９８が自由回転
状態になると、固定リング９６及び回転リング９８の各係合歯１０６，１１０のカム面の
作用により回転リング９８が微小角度反時計方向に回転させられ、そしてそれら係合歯１
０６及び１１０が完全に噛み合ったところで回転リング９８の回転が停止する（図６(Ｂ)
(VI)参照）。
【００５４】
　その後操作力を除くことによって、（VII）に示しているようにガイド部９０がスプリ
ング１１４の付勢力で上向きに移動すると、回転リング９８が浮き上がった後、ガイド部
９０の係合歯９２と回転リング９８の係合歯１１０とのカム面の作用で回転リング９８が
微小角度回転した上で、回転リング９８の突起１０８が固定リング９６の突起１０４とと
もにガイド部９０の溝９４に嵌り合い、続いてスプリング１１２及び１１４の付勢力でそ
れら突起１０４，１０８が外筒８８の上昇運動を伴って溝９４の底部まで落ち込む（図６
(Ｂ)(VIII)参照）。ここにおいてパイロット弁６７が再びパイロット水路４６を閉鎖した
状態となり且つその状態に保持される。
　尚このロック機構自体は従来公知であるのでここでは更に詳しい説明は省略する。
【００５５】
　一方図４に示しているように、上記流調操作部２４は有底円筒形状をなしており、その
外周面には雄ねじ部７０が設けられていて、この雄ねじ部７０がシャワーヘッド１６の先
端の雌ねじ孔７２内に螺合されている。
【００５６】
　本例においては、この流調操作部２４を回転操作すると、流調操作部２４が雄ねじ部７
０と雌ねじ孔７２とのねじ送り作用でパイロット弁６７，吐止水操作部２２とともに軸方
向、即ち図４中上下方向に進退し、パイロット弁６７の開弁量を変化させる。
【００５７】
　次に本例の吐水装置の作用を図７及び図８に基づいて説明する。
　図３及び図４（Ｉ），図７（Ｉ）はパイロット弁６７が閉弁した状態、即ち止水状態を
表しており、この状態において吐止水操作部２２を押込操作すると、図４（II）及び図７
（II）に示しているようにパイロット弁６７が図中上方に後退端まで移動し、そこに保持
される。即ちパイロット弁６７が開弁状態に保持される。
【００５８】
　するとパイロット水路４６内の水がその先端の開口を通じて主水路３６内に流れ込み、
更に吐水口１８から吐出される。
　これに伴って背圧室４４内の圧力が低下し、ここにおいて主弁４２が開弁して主水路３
６を開放し、ここにおいて吐水口１８から吐水が行われる。
　また一方、吐止水操作部２２を再び押込操作すると、そこでパイロット弁６７が再び閉
弁状態となり、吐水口１８からの吐水が停止する。
【００５９】
　図８は流量調節の際の作用を示したもので、この吐水装置にあっては、パイロット弁６
７を開弁させた状態で流調操作部２４を回転操作すると、その回転量に応じてパイロット
弁６７が軸方向に進退する。即ちパイロット弁６７の開弁量が変化する。
【００６０】
　これによってパイロット水路４６内の水の流出流量が調節され、これに応じて背圧室４
４内の圧力が変化する。そしてその変化に伴って主弁４２に対する押圧力が変化し、主弁
４２の開弁量が変化する。
【００６１】
　これに伴い主水路３６を流通する水の流量が、即ち吐水口１８からの吐水流量が変化す
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る。
　即ちこの例において、流調操作部２４を回転操作するとその操作量に応じて吐水口１８
からの吐水流量が調節される。
【００６２】
　本例の吐水装置の場合、吐水口１８からの吐止水のみならずその流量調節をも手元操作
することができ、吐水装置の利便性を飛躍的に高めることができる。
【００６３】
　しかもこの吐水装置の場合、パイロット弁６７の開閉により吐水口１８からの吐止水を
行い、またパイロット弁６７の開弁量を調節することによって吐水流量を調節するもので
あるため、吐止水の際、更には流量調節の際に少ない力で軽やかに吐止水操作及び流調操
作を行うことができる。
【００６４】
　加えてこの吐水装置にあっては、シャワーホース３２より上流部の主水路３６内に主弁
４２を組み込み、この主弁４２の配設部位からパイロット弁６７の配設部位までシャワー
ホース３２内においてパイロット水路４６を形成しているため、止水状態においてシャワ
ーホース３２及びシャワーヘッド１６内を大気開放且つ空の状態とすることができ、止水
状態で同部分の内部に圧力が篭ってしまったり或いは水が封じ込められた状態となってし
まう問題を解消できる。
【００６５】
　更に加えて本例では主弁４２よりも上流側に減圧弁５６を組み込んでいるため、その減
圧弁５６の作用で止水操作時及び吐水口１８からの吐水流量を絞るべく流調操作部２４を
操作したときにパイロット水路４６内の圧力が一定圧力以上に昇圧するのを防止でき、吐
止水操作及び流調操作を軽やかに行うことができる。
【００６６】
　また本例では吐止水操作部２２と流調操作部２４とを別々に且つ同軸に構成配置してい
るため、吐止水操作部２２及び流調操作部２４をそれぞれに求められる機能に応じて適正
に構成できる。
【００６７】
　更に本例によれば、吐止水操作をワンタッチで簡単に行うことができるとともに、押込
力を加えた後押込力を加え続けなくても吐水状態と止水状態とを維持することができ、操
作性が良好である。
【００６８】
　一方、流調操作部２４は雄ねじ部７０，雌ねじ孔７２を有する回転操作式となし、回転
により雄ねじ部７０，雌ねじ孔７２のねじ送り作用でパイロット弁６７を開閉方向に進退
させるものとなしているため、進退量を容易に微調節でき、求める吐水量となるように容
易に流量調節することができる。
【００６９】
　尚上記実施例では減圧弁５６を円滑に開閉動作させるためにスプリング６４の収容空間
と大気とを連通孔６５で連通させるようにしているが、図９に示しているようにスプリン
グ６４の収容空間を主弁４２の下流側の主水路３６と連通孔７４にて連通させるようにし
ても良い。
【００７０】
　図１０～図１２は本発明の更に他の実施例を示している。
　この例では上記継手管，水栓本体（混合部）等のハウジング７６の内部に、水側の主水
路３６Ａと湯側の主水路３６Ｂとを独立に設けて、それら主水路３６Ａ，３６Ｂ上に水側
の主弁４２Ａと水側の減圧弁５６Ａ及び湯側の主弁４２Ｂと湯側の減圧弁５６Ｂとを配設
し、それら主水路３６Ａ，３６Ｂを、混合水を流通させるシャワーヘッド１６側の主水路
３６Ｃに連絡している。
【００７１】
　水側の主弁４２Ａ及び湯側の主弁４２Ｂのそれぞれからは、水側のパイロット水路４６
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Ａ，湯側のパイロット水路４６Ｂがシャワーヘッド１６の先端部まで延び出しており、そ
れら水側のパイロット水路４６Ａ，湯側のパイロット水路４６Ｂからの水，湯の流出流量
に応じて主弁４２Ａ，４２Ｂが動作制御されるようになっている。
【００７２】
　シャワーヘッド１６の先端部には、スリーブ７８とそのスリーブ７８内に回転可能に嵌
合された円筒弁体８０とが配設されている。
　スリーブ７８には、水側のパイロット水路４６Ａ，湯側のパイロット水路４６Ｂにそれ
ぞれ連通する状態で水側の流入口８２Ａ，湯側の流入口８２Ｂがその周壁部に形成されて
いる。また底部には流出口８６が形成されている。
　一方円筒弁体８０には、それら流入口８２Ａ，８２Ｂに対応する軸方向位置において、
水側の開口８４Ａと湯側の開口８４Ｂとが形成されている。
【００７３】
　ここで水側の開口８４Ａと湯側の開口８４Ｂとは、それぞれ回転方向に楔状をなしてい
る。即ち回転方向に進むにつれて且つ互いに逆方向に進むにつれて、開口幅が漸次大きく
なるように形成されている（図１２参照）。
　この円筒弁体８０には、シャワーヘッド１６の外部に露出する状態で共通の回転操作部
８７が設けられている。
【００７４】
　本例の円筒弁体８０は次のように作用する。
　図１０は円筒弁体８０が水側の開口８４Ａを水側の流入口８２Ａに一致させた状態にあ
って、この状態では水側の主水路３６Ａのみが開放されて吐水口１８から水のみが吐水さ
れる。
【００７５】
　この状態で円筒弁体８０を一方に回転操作すると、図１１（II）に示しているように水
側の開口８４Ａの、水側の流入口８２Ａに一致する部分の開口幅が小となり、また一方湯
側の開口８４Ｂが湯側の流入口８２Ｂに一致する状態となって、吐水口１８からは水と湯
の混合水が吐水される。
【００７６】
　図１２（Ｃ）はそれら水と湯の混合比率とその変化を表している。
　この図に示しているように、円筒弁体８０を回転操作することで、水側の開口８４Ａ及
び湯側の開口８４Ｂのそれぞれの、水側の流入口８２Ａ，湯側の流入口８２Ｂに合致する
部分の開口幅が変化し、これに伴って水と湯の混合比率が変化して吐水口１８から吐水さ
れる混合水の温度が調節される。
【００７７】
　図１１（III）は円筒弁体８０を更に回転操作して、湯側の開口８４Ｂのみを湯側の流
入口８２Ｂに一致させ、水側の開口８４Ａと水側の流入口８２Ａとを不一致とした状態を
示したもので、この状態では吐水口１８からは湯のみが吐水される。
【００７８】
　また更に、図１１（IV）に示しているように水側の開口８４Ａと湯側の開口８４Ｂとの
何れをも水側の流入口８２Ａ及び湯側の流入口８２Ｂに対し不一致となる状態にすると、
吐水口１８からの吐水が停止される。
【００７９】
　即ちこの例では円筒弁体８０が水側のパイロット弁，湯側のパイロット弁を構成してお
り、更にその回転操作部８７が水側の吐止水操作部及び流調操作部と湯側の吐止水操作部
及び流調操作部とを構成している。
【００８０】
　本例では、共通の円筒弁体８０にて水側のパイロット弁と湯側のパイロット弁，更には
水側の吐止水操作部と水側の流調操作部及び湯側の吐止水操作部と湯側の流調操作部を構
成している。従って簡単な構造で弁部及び操作部を構成することができる。
【００８１】
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　以上本発明の実施例を詳述したがこれはあくまで一例示である。
　例えば図１０～図１２の実施例において、水側のパイロット水路４６Ａ，湯側のパイロ
ット水路４６Ｂに対応した水側のパイロット弁，湯側のパイロット弁をそれぞれ独立に設
けるとともに、それら各パイロット弁を独立に操作する水側の吐止水操作部及び流調操作
部、更に湯側の吐止水操作部及び流調操作部を様々な形態で設けることが可能であるし、
また本発明は例えば浴室内に設置されるシャワーヘッドを備えた吐水装置にも適用可能で
あるし、また洗髪シャワー水栓装置から成る吐水装置にも適用可能である。
　更に本発明はそのようなシャワーヘッドを有しない通常の吐水管及び水栓本体を備えた
吐水装置に対しても適用可能であるなど、その主旨を逸脱しない範囲において種々変更を
加えた形態で構成可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例である吐水装置の概略全体構成を示す図である。
【図２】　図１の吐水装置の要部を示す図である。
【図３】　同じ実施例の吐水装置におけるシャワーヘッドと継手管内部の構成を示す断面
図である。
【図４】　図３に示すシャワーヘッドの要部を拡大して示す図である。
【図５】　同じ実施例の吐水装置における減圧弁の構成とその作用説明図である。
【図６】　同じ実施例の吐水装置におけるロック機構の作用説明図である。
【図７】　同じ実施例の吐水装置の一作用状態を示す図である。
【図８】　同じ実施例の吐水装置の図７とは異なる一作用状態を示す図である。
【図９】　本発明の他の実施例の吐水装置の要部を示す図である。
【図１０】　本発明の更に他の実施例の吐水装置の要部を示す図である。
【図１１】　同じ実施例の吐水装置の一作用状態を示す図である。
【図１２】　同じ実施例の吐水装置の一作用状態を、円筒弁体の構成及びその作用ととも
に示す図である。
【図１３】　従来の吐水装置の一例を示す図である。
【図１４】　従来の吐水装置の図１３とは異なる例を示す図である。
【符号の説明】
　　　　１４　吐水管
　　　　１６　シャワーヘッド
　　　　１８　吐水口
　　　　２２　吐止水操作部
　　　　２４　流調操作部
　　　　３２　シャワーホース
　　　　３６，３６Ａ，３６Ｂ　主水路
　　　　３８　チューブ
　　　　４０　パイプ
　　　　４２，４２Ａ，４２Ｂ　主弁
　　　　４４　背圧室
　　　　４６，４６Ａ，４６Ｂ　パイロット水路
　　　　５６　減圧弁
　　　　６６　操作部材
　　　　６７　パイロット弁
　　　　６８　ロック機構
　　　　８０　円筒弁体
　　　　８４Ａ，８４Ｂ　開口
　　　　８７　回転操作部
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